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令和３年度 健全化判断比率等審査に係る意見書の提出について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項及び第 22 条第 1 項の規定に

基づき健全化判断比率等審査を実施しましたので、別紙のとおり意見を提出します。 
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健全化判断比率等審査意見書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年８月 

富士河口湖町監査委員 



１． 審査の種類 

健全化判断比率等審査 

２． 根拠規定及び準拠した基準 

〇地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項及び第 22 条第 1 項 

〇富士河口湖町監査基準 

３． 審査実施年月日 

令和 4 年 7 月 26 日、8 月 22 日 

４． 審査対象 

令和 3 年度決算に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率及び将来負担比率）及び資金不足比率 

５． 審査の着眼点 

⑴ 各比率及び計数が適正に算定されているか。 

⑵ 上記に係る書類が適正に作成されているか。 

６． 審査の方法 

審査に付された健全化判断比率等及びその算定の基礎となる事項を記載した書類につ

いて、決算書類及び地方財政状況調査表等との照合を行い、担当課より説明を聴取す

ることにより、計数及び比率の適正性について審査した。 

７．審査の結果 

健全化判断比率等及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は法令に適合し、正

確であると認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 -



８． 審査の概要 

 

(１) 各比率算定における対象範囲 

 

 

 

 

本栖下水道事業特別会計

温泉事業特別会計

船津公園墓地事業特別会計

小立公園墓地事業特別会計

勝山墓地事業特別会計

河口湖治水事業特別会計

小立簡易郵便局事業特別会計

富士ヶ嶺簡易郵便局事業特別会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

介護予防支援事業特別会計

地方公営企業法
適用企業

水道事業会計

河口湖簡易水道事業特別会計

足和田簡易水道事業特別会計

上九一色簡易水道事業特別会計

下水道事業特別会計

精進特定環境保全公共下水道事業特別会計

富士五湖広域行政事務組合

富士・東部広域環境事務組合

山梨県市町村総合事務組合

青木が原ごみ処理組合

青木ヶ原衛生センター

河口湖南中学校組合

山梨県後期高齢者医療広域連合

鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合

一般財団法人　富士河口湖ふるさと振興財団

一部事務組合・広域連合

地方公社・第三セクター等

一般会計

一般会計等に属す
る特別会計

一般会計等以外の
特別会計のうち公
営企業に係る特別
会計以外の特別会
計

地方公営企業法
非適用企業

一
般
会
計
等

公
営
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会
計

公
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(２) 各比率の状況 

 

※ 「１ 実質赤字比率」及び「２ 連結実質赤維持比率」は赤字が生じていないため、「5 資金不足比

率」は資金不足が生じていないため、算定されず「－」で表示している。 

 

      当年度の実質公債費比率は 9.8％で前年度と比べると、0.1％増加した。また、将

来負担比率は 44.4％で、前年度と比べると 17.8％減少となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位　％）

令和元年度 令和2年度 令和3年度
早期健全化

基　　準

１　実質赤字比率 ― ― ― 13.60

２　連結実質赤字比率 ― ― ― 18.60

３　実質公債費比率 9.2 9.7 9.8 25.0

４　将来負担比率 56.3 62.2 44.4 350.0

５　公営企業における資金不足比率 ― ― ― 20.0
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(３) 各比率の概要及び算出方法等 

 

1. 実質赤字比率 

 一般会計等を対象とした実質収支の赤字額の標準財政規模に対する比率であ

り、次の算式による。 

 

 

※実質赤字額 ＝ 歳入総額 － 差出総額 － 翌年度に繰り越すべき財源 

※標準財政規模・・・町の標準的な一般財源の規模を示すもの 

                               （令和 3 年度・・・8,600,607 千円） 

     

 

当年度は実質収支が黒字であったため、実質赤字比率については算出されてい

ない。 

 

 

 

 

 

 

実質赤字比率 = 標準財政規模

一般会計等の実質赤字額

一般会計 15,139,606 13,674,127 1,465,479 4,703 1,460,776

本栖下水道事業特別会計 8,628 7,924 704 0 704

温泉事業特別会計 42,591 39,221 3,370 0 3,370

船津公園墓地事業特別会計 16,467 10,052 6,415 0 6,415

小立公園墓地事業特別会計 16,734 6,969 9,765 0 9,765

勝山墓地事業特別会計 5,486 4,021 1,465 0 1,465

河口湖治水事業特別会計 32,429 7,708 24,721 0 24,721

小立簡易郵便局事業特別会計 14,493 5,244 9,249 0 9,249

富士ヶ嶺簡易郵便局事業特別会計 10,799 4,400 6,399 0 6,399

15,287,233 13,759,666 1,527,567 4,703 1,522,864

（単位：千円）

合　計

一
般
会
計
等
に
属
す
る

特
別
会
計

会　計　名 歳入総額 歳出総額
歳入歳出
差引額

翌年度に
繰り越す
べき財源

実質
収支額
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2. 連結実質赤字比率 

 財産区特別会計を除く全ての会計を対象とした各会計の実質収支の赤字額等の

合計額の標準財政規模に対する比率であり、次の算式による。 

 

        

      ※連結実質赤字額 ＝  一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質赤 

字を生じた会計の実質赤字額と、公営企業特別会計のう 

ち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額 

 

 

  当年度は連結実質収支が黒字であったため、連結実質赤字比率については算出

されていない。 

 

連結実質赤字比率 =
連結実質赤字額

標準財政規模

（単位：千円）

実質収支

1,460,776

本栖下水道事業特別会計 704

温泉事業特別会計 3,370

船津公園墓地事業特別会計 6,415

小立公園墓地事業特別会計 9,765

勝山墓地事業特別会計 1,465

河口湖治水事業特別会計 24,721

小立簡易郵便局事業特別会計 9,249

富士ヶ嶺簡易郵便局事業特別会計 6,399

国民健康保険特別会計 36,864

後期高齢者医療特別会計 1,180

介護保険特別会計 94,010

介護予防支援事業特別会計 0

公営企業法適用企業 水道事業会計 461,323

河口湖簡易水道事業特別会計 9,694

足和田簡易水道事業特別会計 13,016

上九一色簡易水道事業特別会計 14,652

下水道事業特別会計 1

精進特定環境保全公共下水道事業特別会計 1,207

合計 2,154,811

会　　計

一般会計等に属する
特別会計

一般会計等以外の特別会
計のうち公営企業に係る
特別会計以外の会計

公営企業法非適用企業

一般会計
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3. 実質公債費比率 

 財産区特別会計を除く全ての会計及び一部事務組合等を対象とした比率で、一

般会計等が負担する公債費等の標準財政規模に対する比率であり、次の算式に

よる。 

 

    

 

 

※1 特定財源 

          使途が特定されている財源。本比率算定にあたっては地方債償還に充当す

ることがあらかじめ想定されていたものを指す。 

※2 基準財政需要額 

          普通交付税の算定基礎となるもので、町が合理的かつ妥当な水準により行政

サービスを行う場合又は標準的な施設を維持するための財政需要を算定した

額 

 

 

 

 

（①＋②）－（③＋④）

⑤－④
　　　　　実質公債費比率　　＝

（単位：千円、％）

令和元年度 令和2年度 令和3年度

①地方債の元利償還金 1,540,836 1,619,686 1,706,848

②準元利償還金 492,764 532,291 497,206

③特定財源（※1） 14,519 14,352 14,319

④（準）元利償還金に係る基
   準財政需要額（※2）算入額

1,437,244 1,443,158 1,487,641

⑤標準財政規模 7,688,382 8,063,398 8,600,607

実質公債費比率
（単年度）

9.3077 10.49006 9.87062

実質公債費比率
（３か年平均）

9.2 9.7 9.8
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       町の実質公債費率算定上の「公債費相当額」は、①地方債の元利償還金と②準

元利償還金の合計で、22 億 405 万 4 千円となっている。②準元利償還金は①

元利償還金に準ずるもので内訳は次のとおりである。 

 

 

       また、上記に対する充当可能財源として、③特定財源と④基準財政需要額の合計

で、15 億 196 万円となっており、内訳は次のとおりである。 

 

 

この比率は、3 か年の平均数値で算出し、当年度は 9.8％で前年度比 0.1％減

となった。直近 5 年間は 10%前後を推移しており、早期健全化基準である

25.0％を 15%程度下回っている状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

項　　　目 金　額

公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められる繰入金 351,910

一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又は負担金 95,105

公債費に準ずる債務負担行為に係るもの 50,191

計 497,206

（単位：千円）

項　　　目 金　額

特定財源 14,319

事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費 297,427

災害復旧費等に係る基準財政需要額 1,181,685

密度補正により基準財政需要額に算入された元利償還金及び準元利償還金 8,529

計 1,501,960
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4. 将来負担比率 

 財産区特別会計を除く全ての会計、一部事務組合、地方公社及び第三セクターを

対象とした比率で、一般会計等が将来負担すべき額から、充当可能な財源等を控

除した後の実質的な負債額の標準財政規模に対する比率であり、次の算式によ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－②

③－④
将来負担比率　＝　　　

（単位：千円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度

地方債の現在高 18,635,467 19,615,836 18,865,980

債務負担行為に基づく支出予定額 303,539 234,955 184,764

公営企業債等繰入見込額 4,801,116 4,773,491 4,634,481

組合負担等見込額 806,354 749,451 833,114

退職手当負担見込額 1,421,209 1,421,589 1,435,609

25,967,685 26,795,322 25,953,948

充当可能基金 4,789,439 4,833,874 5,673,151

充当可能特定歳入 169,581 156,185 142,506

基準財政需要額算入見込額 17,485,839 17,681,258 16,978,524

22,444,859 22,671,317 22,794,181

7,688,382 8,063,398 8,600,607

1,437,244 1,443,158 1,487,641

56.3% 62.2% 44.4%
将来負担比率　（％）

（（①－②）／（③－④））×100

③標準財政規模

④（準）元利償還金に係る基準財政需要額算入額

計

計

②
充
当
可
能
財
源
等

①
将
来
負
担
額
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当町の将来負担額は、地方債の現在高に加え、山梨赤十字病院建設負担金に係る

債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業債の繰入見込額、河口湖南中学校組合

等の組合が起こした地方債の償還に係る負担金及び退職手当負担見込額を合計し、

約 259 億 5,394 万円となっている。 

また、それに対し充当可能な財源としては、地方債の償還に充当可能な基金の額、

特定財源（町営住宅使用料）の見込額及び地方債現在高に係る基準財政需要額算入

見込額を合計し、約 227 億 9,418 万円となっており、実質的な負担額は、約３１億

5,976 万円と算定されている。 

当年度の将来負担比率は、４４．４％で前年度比１７．８％の減となった。直近 5 年間

では 50%から 60%を推移しており、早期健全化基準である 350.0％を下回ってい

る状況である。 
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5. 資金不足比率 

 公営企業会計における資金不足額の事業規模に対する割合を示す比率であり次

の算式による。 

 

 

       （地方公営企業法適用企業） 

資金の不足額 ＝ （流動負債等※１ ＋ 建設改良費以外の経費の財源に 

充てるために起こした算入地方債の現在高  

－ 流動資産等※２） － 解消可能資金不足額 

事業の規模 ＝ 営業収益の額 － 受託工事収益の額 

 

       （地方公営企業法非適用企業） 

資金の不足額 ＝ （歳出額 ＋ 建設改良費以外の経費の財源に充てる 

ために起こした算入地方債の現在高 － 歳入額等※３） 

－ 解消可能資金不足額 

事業の規模 ＝ 営業収益に相当する収入の額 － 受託工事収益に相 

当する収入の額 

 

            ※1 流動負債等 

             流動負債の額から控除すべき企業債、未払金等を控除した額 

          ※2 流動資産等 

             流動資産の額から控除すべき財源等を控除した額 

          ※3 歳入額等 

             歳入額から翌年度に繰り越すべき財源（未収入特定財源を除く。）を控

除した額 

 

         いずれの会計においても資金不足は生じていないことから、資金不足比率は算

定されていない。対象会計の状況は次のとおりである。 

       （注）資金余剰の場合、資金不足額は負の値で表示され、資金不足率は算出され

ないため「－」で表示されている。 

①資金の不足額

②事業の規模
資金不足比率　＝
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 【地方公営企業法適用企業】 

 

 

 

【地方公営企業法非適用企業】 

 

 

 

水道事業会計

①資金不足額 (a+b-c-d) △ 461,323

　　a 流動負債等 139,771

　　b 算入地方債現在高 0

　　c 流動資産等 601,094

　　d 解消可能資金不足額 0

②事業規模 271,253

資金不足比率 ―

単位：千円、％

河口湖簡易水道事業特別会計 足和田簡易水道事業特別会計

単位：千円、％ 単位：千円、％

①資金不足額 (a+b-c-d) △ 33,725 ①資金不足額 (a+b-c-d) △ 13,016

　　a 歳出額 233,100 　　a 歳出額 26,451

　　b 算入地方債現在高 0 　　b 算入地方債現在高 0

　　c 歳入額等 266,825 　　c 歳入額等 39,467

　　d 解消可能資金不足額 0 　　d 解消可能資金不足額 0

②事業規模 42,373 ②事業規模 16,416

資金不足比率 ― 資金不足比率 ―

上九一色簡易水道事業特別会計 下水道事業特別会計

単位：千円、％ 単位：千円、％

①資金不足額 (a+b-c-d) △ 14,652 ①資金不足額 (a+b-c-d) 0

　　a 歳出額 85,949 　　a 歳出額 960,742

　　b 算入地方債現在高 0 　　b 算入地方債現在高 44,400

　　c 歳入額等 100,601 　　c 歳入額等 960,743

　　d 解消可能資金不足額 0 　　d 解消可能資金不足額 44,400

②事業規模 29,407 ②事業規模 308,317

資金不足比率 ― 資金不足比率 ―

精進特定環境保全公共下水道事業特別会計

単位：千円、％

①資金不足額 (a+b-c-d) △ 1,207

　　a 歳出額 22,457

　　b 算入地方債現在高 0

　　c 歳入額等 23,664

　　d 解消可能資金不足額 0

②事業規模 5,721

資金不足比率 ―
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９． 総 括 

本町の令和３年度決算に基づく健全化判断比率については、実質赤字比率及び連結

実質赤字比率は赤字が生じていないため算出されず、実質公債費比率及び将来負担比

率は、過去 5 年間と比べても同水準を保ち、健全化計画の策定を義務付けられている

早期健全化基準には至っていない状況である。 

また、資金不足比率についても、全ての会計で資金不足が生じておらず、算出されて

いない状況である。 

今後とも町税等の自主財源の増収対策等を継続し、将来を見据えた行財政改革によ

る歳出の削減や事務事業の見直しを行い、確実に経費を削減していくことが望まれる。 

各会計においては、引き続き資金需要の的確な把握に努めるとともに、経営に係る計

画等を着実に推進し、安定した経営基盤の構築に取り組んでいただきたい。 
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